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)本地区の現況と防災課題

地区の現況
凡例1地区の構造別建物棟数割合

耐火造
準耐火造

●地区内には、防火造・木造 防火造

などの延焼しやすい建物が 木造

多くあります。

●地図上でその分布を見ると、
防火造・木造などの
延焼しやすい建物は、

北大塚3

とくに地区の西側に密集し、
東側にも点在しています。

(建物構造1、ついては、 P36参照)

P2

出典平成28年度土地利用現況調査(東京都)

2地区の火災危険度

●地区の火災危険度は
相対的に高いといえます。

【上池袋一丁目】

0火災危険度
ランク3 順位949位

0総合危険度
ランク3 順位1,050位

(都内5,177町丁目を対数)

危険が低い
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●幅員4m未満の細街路や
行き止まりが多くあり、
火災時の延焼を早めたり
緊急車両の通行や避難に
支障をきたす恐れがあり
ます。儁に西側に多い)

凡例

^ 通路

4m未満

4m以上6m未満

6m以上15m未満

15m以上

水路敷き

ゞ
巣鴨
学園

出典:豊区HPを
もとに加工

●暗渠化された水路敷き
の通路は、建築基準法
上に定める「道路」で
はありません

●建築基凖法上に定める
「道路」に2m以上

接していない(無接道
状態の)敷地は、建替
えが難しいことから、
建物の老朽化が進み、
地震時には倒壊や火災
などの恐れがあります。
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●災害時の消火活動や一時
避難に供する公園等の
オープンスペースが地区
内で偏在しています
(特に西側に少ない)

公園・児童遊園の位置

①上池袋中央公園

②上池袋一丁目ゆったり
広場児童遊園

③上池袋東公園

④宮仲公園

⑤ひだまり防災広場

⑥上池袋一丁目児童遊園

兪゙'

衝

巣
学園

<地区全体>

旧月j台通り等、延焼遮断帯

の形成(P37参照)

<1セ区の西側>・木造密集住宅地の改善

・細街路、行き止まり路の
水路敷き改善

豊成小

0 '0帥,舶 2'0 320

<地区の西側>

・公園等のオープン
スヘースの整備

・暗渠化された水路敷き
沿道敷地の無接道状態
の解消
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のこれまでの取組み

)区のまちつくりの見点
●本地区の課題を踏まえ、不燃化特区制度等を活用して、

「安心・安全なまちづくり」「良好な住環境の整備」
「緑の増進と景観まちづくりの推進」などの視点から、

今後のまちづくりを推進していきます。

良好な住
整

全・安心'
難加晶

境の禧1ち喜tり
内)推進

、^

0不燃化特区制度の活用、0新たな防火規制の指定
0まちづくり活動支援等

までの防災まちつくりの取組み

●平成3年度から現在まで
「居住環境総合整備事業」

を行っています。上池袋
一丁目では、ひだまり防災
広場や防災備蓄倉庫等の
整備、建替え支援等を実施
してきました。

●また、「上池袋第1地区
まちづくり協議会」では、
地域住民を中心に、町会の
協力を得て各種提言、まち
づくりニュース発行等の
まちづくり活動に取り組ん
でいます。

上池袋地区

0居住環境総合整備事業
(H3年度~)
・上池袋地区全域で実施
公園、児童遊圍の整備、建替え
支援等

0不燃化特区推進事業
上池袋一丁目地区はR3年度に
指定
老朽建築物の建替えや解体に対
する助成制度

0まちづくり協議会(H7年度~)
各種提言、まちづくりニュースの
発行等

事
業



3)住民の防災意識こついて
●今後の防災まちづくり対策を検討するため、令和2年度・
令和3年度にまちづくりアンケート調査を実施しました

1令和2年度まちづくりアンケート詞査の概要

1.調査期間
・配布・回収:令和2年11月20日
~令和3年1月4日 対叛地区

2,目的
・防災上の課題がとくに危愼される 巣鴨学園

上池袋一丁目西側(右図)におい
明治通り

て、生活環境についてや建替え、
まちづくのの意向を伺う。

3.調査対象者
・対魚地区内の土地・建物権利者(地

山手線
区内外在住)及び居住者
計1633世帯

調査の対象範囲
4.回収数(回収率)

・回収率232%(回収数379世帯)

豊成小

2)あなた自身のお住まいについて

(質問)対象地区内の、建物の建替え(新築)について、どの
ように考えていますか?

ー「建替え検討」が1割強、「建替え未検討」(「建替え困難」を
含むが5割台半ぱ近くてした

5.調査結果の抜粋

1)対線地区の生活環境について

(質問)生活環境における災害時の不安について、どのように
感じていますか?

→「不安である」が7割台半ぱ近くてした

(質問)対象地区内のお住まいを建替える(新築)上で、何か
支障を感じていますか?(3つまで0)

ー「建替え検計」中の方の建替え支障は、「資金の調達」が
も多く7割を超え、「どの程度の広さになるか不安功て4割台
半ぱ近くてした



3)今後のまちづくり1こついて

(質問)現在の道路や広場恋どを改善するためのまちづくりの必要性
を感じていますか?

→「必要」カサ割強てした

◎令和2年度まちづりアンケート調査まとめ

①災害時の「不安」が大きい。

②建替え時の「支障」が多い。

③まちづくりの「必要性」が高い。

●この調査結果を踏まえて、その後の防災まちづくりを
進めており、その一環として「不燃化特区助成制度」
「新たな防火規御1」の入等の取組みを実施しています。

→

2令和3年度まちづくりアンケート調査の概要

1.調査期間
・配布・回収:
令和3年6月24日~令和3年7月
31白

対象地区

2.目的
・上也袋一丁目地区(右図)の土地建
物所有者の皆さ弐に、【不燃化特区
助成佑度)X、象区域に指定されにこ

明治通りとを周知し、【新たな防火規制】に
ついての意向を伺う

3.調査対象者
・対象地区内の土地・建物権利者(地区
内外在住)
計1536世帯 山手線

4.回収数(回収率)
・回収率20.1%(回収数309世帯)

調査の対象範囲

豊成小

巣鴨
学



5.調査結果の抜粋

1)【不燃化特区助成制度】1こついて

(質問)あなたは【不燃化特区助成制度】をご存知でしたか?

→「知らなかった」が7割弱てした

【新たな防火規制nについて

質問)上池袋一丁目全域をみたときに、延焼の危険性について、
どのように感じていますか?

焼の危険性について「多少不安、「とても不安」が
合わせて7割台半ぱてした

質問)【新たな防火規制】を上池袋一丁目に導入することについて、
どのようにお考えですか?(複数回答可)

→「燃えない・燃え広がらないまちには必要がも多く、

7割てした

◎令和3年度まちづくりアンケート調査のまとめ

1 【不燃化特区助成制度】を「知らない」人が多い。

②延焼の危険について「不安」が大きい。

3【新たな防火規制n 入についての「必要性」が高い。

●資料1の通り、本調査に多くの方からご回答、ご意見
等を頂きました。

●この調査結果を踏まえて、「不燃化特区助成制度」の
周知活動や、「新たな防火規制」の導入にあたっての
皆さまの不安解消等の取り組みを実施しています。



燃化特区助成制度とは

●不燃化特区助成制度とは、木造密集地域の不燃化建替え
を促進するため、老朽建築物の除却や、建替えに要する
経費の一部の助成等をする支援制度です。

●豊島区ホームページのパンフレットに、詳しく掲載して
います。【不燃化特区における助成制度の」案内】

ht如S wwwoltytoshma1且」P 386 machizukurvdocument$/hU舶nk皐tokku.pdf

不燃化特区助成制度のメニュー】【問い合せ先】P40照

①老朽建築物除却助成

・ーー 1③専門家派'

について

4 固定資産税・都市計画税の優遇}

制度の適用期間

●令和3年4月、東京都から上池袋一丁目が新たに「不燃
化特区」の対象地区として指定されました。期間限定の
制度であり、令和7年12月26日までに交付申請の提出
が必要です。

補助能号線
@池袋本町・上池袋地区

島区地域まちづくり課へ

島都税 所へ

凡例

不燃化
特区区域

特定整
路線

補助乃号線

;袋駅
都瓢命都池 丁

塚駅



)不燃化特区助成制度の実績

●区内の実績は、 1 東池袋四・五丁目地区(平成25年度~):13件
②池袋本町・上池袋地区(平成26年度~シ46件令和2年度で、
③補助81号線沿道地区(平成26年度~ン15件

延べ巧0件でした。 ④補助26・172号線沿道地区(平成26年度~ン67件
⑤雑司が谷・南池袋地区(平成27年度~ン9件

●地貸*町・上 区

0補助26・172 卑矯塑地区

)助成制度のメニ容

1老朽築物除却助成

●老朽建築物の「解体・整地費用」を助成します。

※事前に区の審査が必要

除却前 除却後

更地
【助成対象】

・耐用年数の3分の2を経過したもの(木造住宅の場合、築15年以上が対象)

・建物の所有権を有する個人等であること

【助成額(上限1,000万円)】
ξX*

実際に要した額は除却費
のいずれか低い方の額上限1 000万円

)現況床面積:「固定資産税・都市計画税課税明細」などに記載の現況床面積の二と
^

にのとはナ'しま

0論励引管鳳沿週地区

0塵,■益囚・玉丁日埠区

上池袋一丁

0雑司が谷. 区

不燧叱
特区区埴

"定些偶
向塾

P17



②戸建え促助成

●建替えに係る費用(除却費、建築設計費及び工事監理費)
の一部を助成します。

※事前に区の審査が必要

建替え前 建替え後
^

【助成対線】

・耐用年数の3分の2を経過したもの
(木造住宅の場合、築15年以上が対象)
・建物の所有権を有する個人等である二と

【助成額】

除却費

派遣依頼

「除却」と「建築設計及ぴ監理

実際に要した額又

設計・

監理費

+

・不動産鑑定土・弁護士
・一級建築士・土地家屋調査士
税理士 ・公認会計士

・行政書士・司法書士
・ファイナンシャルプランナー

実際に要した額

・耐火建築物等又は準耐火建築物等
・戸建て、店舗、事務所、店舗併用住宅
(2以上の住戸や店舗を有する)

3 門・遺制度

●建替えを検討されている方で、敷地の建築条件や土地・
建物の権利関係で困っているなどのお悩みに、区が無料
で、建築士や弁護士等の専門家を派遣します。

で

上 1000

」の合計
X 力て

各士業の団体

地上1~3階の登記床面積

に応じて区が定める額

土地建物ご相談
所有者等

の低い方

の低い方

専門家派遣

・一年度内に
5回まで
無料で派遣

・1回につき
2時間まで

P19

豊島区

.

.

又
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④定資産税・都市計画税の

●要件を満たす場合、最長5年間の税制
出来ます。

0不燃化特区内において建替えを行った住宅にかかる
固定資産税・都市計画税の減免

0老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計
画税の減免

、

X詳しくは都税事務所へお問いわせく」さい

豊島都税事務所固定産税,旺

臼 03-3981-5336

〒1718506 豊島区西池袋117-1東京都島合同庁舎

遇を受けることが

相談の流れ

●事前に区の審査が必要となるため、必ず取り壊しの前に、
ご相談ください。

【助成金手きの れ】

【豊島区】【助成を受ける方】
『

区への事前相談(必須)
1___

《区で審査》(解体の概ね一月前)
②助成対象確認通知1助成対隷確認申請

建物取り壊レ建築

工事完了後

3助成金交付申請

5請求

助成金領

※必ず、除却前に、1助成対象確認申請を行って下さい
除却後の申請は受け付けていません)

《区で審査》

4助成金交付決定通知

6助成金振込



たな防.,見制」の導に向けて

「斤たな防,,規制上とは

●木造密集地域を「燃え広がらない・燃えないまち」にする
ため

東京都知事が指定する災害時の危険性が高い地域について、

建築物の耐火性能を強化するものです

●東京都建築安全条例第7条の3に基づき

指定した地域の準防火地域内では、原則としてすべての建築

物が準耐火建築物等以上となります。

「斤たな防,,規制上の恵義
●本地区内の建物は計707棟あり、そのうち防火造・木造の

建物は計402棟(*Hこなります。

特に本地区西側においては、都市基盤が未整備のまま住宅
建設が進んでしまった経緯があり、古い防火造住宅が多く
あります。
また、本地区の「準防火地域」内では、現状、防火造住宅
が再建築できる建築ルールとなっています。

*出典:平成28年度土地利用現況調査(東京都)

が吉いと゛゛^^ι

「えが'ナ'いP 上とナ、ι

全のに口ιて の1゛

● 1にし

さる「3 ,

・えナ'い の

改善が期待できます。

四丁目では、既に平成27年10月より※上池袋二、 ^、

「新たな防火規制」が施行されています。



について'、

●今後の建て替え等を計画する時に本規制が適用されます。
^実一 、ネしこし

ありません。

●現在建築中の場合(着工済み、未完成の場合)も、本規制
は適用されません。

.

現状規制

建築済み、着工済み●本規制の適用外

「不燃化特区助成制度」
(令和3年4月施行済 現在

助成制度適用期間 令和7年12月26日までに交付申請

*助成を受けるためには要件があります。

防火地域

現在

「新たな防火規制」の施行
(令和4年3月予定、P30参照

新たな防火規制

上池袋一丁目

準防火地域

本規制の施行後に着工◆本規制の適用

「新たな防火規制」導入予定区域

'1司雰"^、、¥

※「準防火地域」の範囲は、
「明治通り」の道路境界線から30m内側
「宮仲公通り」の道路境界線から20m内側
「西巣鴨通り」の道路境界線から20m内側
になります

凡例

「新たな防火規制」

入予定区域

[ニコ準防火地域
[ニコ防火地域

罵コ
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4
.ノ 、、

一
=



5)導入1 よる

1準防火地域の建築レーレ

●現在の建築ルールでは、「2階建て以下て延床面積500市未満」
の場合、「防火構造等」が建てられますが、「新たな防火規制」
による建築ルールでは、原則、「準耐火建築物等以上」に
しなければなりません。

4階以上
「新たな防火規伽」」

の建痢レール

ールの変更点

防火規制の強化

現在の建築ルール

耐火建築

1,50orrf50orH

べ面が50市以内の付属
建築物で防火構造のもの

、

4階以上

3階
2

1階

建築物等

2防火地域の建築ルール

●「防火地域」については、「新たな防火規制」による建築

ルールの変更はありません。

火

500

延床面

等

■防火地城

※建築ルールに変更
はありません

1,500 延床面積 P27

4階以上

3階
2

1階

準耐火建築物等以上

耐火建築物等

10orr;

延べ面が50州以内の付属
建築物で防火構造のもの

延床面

階
階
階

3
 
2
 
1

.

.
゛



)「新たな防火規制」導入の忌向把握方法

●町会長やまちづくり協議会での説明、土地建物権利者
アンケート・今回の資料配布などを実施し、意向把握
に努めています。

●区の広報やまちづくりニュースの広報、土地・建物を
所有する皆さまに向けた案内などによる周知も予定
しています。

●資料1アンケートの回答結果では、延焼の危険性への
不安」は76%、新たな防火規制導入に対して「燃え

広からない・燃えないまちには必要」か70%と、回答
者の7割の方が必要性を認める結果といえます。

●他方、不燃化特区助成制度を「知らない」方が68%で
あったことから、より一層の広報を図らなければなら
ないと考えています。

)「新たな防火規制b導入のスケジュール案

●今回、説明会か中止となりましたので、
伺封の【ご意見記入用紙】によりご意見を伺います。

●上記を踏まえて、本年12月に豊島区の都市計画審議会に
諮る予定です。来年1月頃に「新たな防火規制の区域指定」
を東京都が告示し、約2か月の周知期間を設けて、
来年3月の施行を目指しています。

令和3年

の新
止た

令和4年

制
令和7年3月末

まで

新
た
な
防
火
規
制

の
施
行

.

.
'
.
.

"

.

ナ示

防
火
規

(
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定
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市
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画
審
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会
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明
会
中
止
、
一
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指
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①準防火地域とは

)用語説明

0

③準耐火建築物等・耐火建築物等とは

N「準防火地域」かを調べる方法

④準耐火建築物の例

⑤建築構造別のイメーシ

⑥延焼遮断帯とは

1準防火地域とは

●市街地における火災の危険を防ぐため、建築物
等に一定の耐火性能が求められる地域であり、
都市計画法で定められています。

●「凖防火地域」は、「防火地域」の周辺部で、
住宅等密集地域に指定されます。

「防火地域」より規制は緩いものの、建物規模
に応じた耐火性能が求められます。

●上池袋一丁目の「準防火地域」範囲については、
P26をご覧ください。



2自宅か「準防火地域」かを調べる方法

●豊島区ホームページの「豊島区地図情報システム」で
照会するか、区に直接、個別にお問い合わせください

【豊島区地域地区(用途地域等)の照会】で検索
https //W州2 舶師即」P / toshlma / posltlonse lect?mld-2

<お問い合わせ先>都市整備部都市計画課
街づくり'情報グループ 03-4566-2601

●敷地が「防火地域」と「準防火地域」にまたかる場合
建物が少しでも「防火地域」に含まれる場合は、原則
「防火地域」の建築ルールが適用されます。

●正確に知るには、建替え等の際に測量によりご確認
ください。

3準耐火建築物等・耐火建築物等とは

●準耐火建築物等とは、
準耐火建築物・準延焼防止建築物のことを言います。

●耐火建築物等とは、
耐火建築物・延焼防止建築物のことを言います。

※「準延焼防止建築物艇焼防止建築物)」とは、
外壁や開口部の防火性能等を高めることで、
「準耐火建築物{耐火建築物j」と同等に、火災1、よる
延焼りスクを低減することができる建築物のことです
令和元年の建築基準法改正により定められました。

●本資料では、「準耐火建築物耐火建築物)」と、
「準延焼防止建築物【延焼防止建築物}」を含めて

記載しています。

P33



4準耐火建築物の例

●主要構造部(柱・はり・壁・床・屋根・階段)を準
耐火構造とし、延焼のおそれのある部分の窓なとに
防火戸等を入れた建築物のことです。

■耐火性能別の基準例
^^^^^^^^

屋根
・加熱開始後に変形破損等の損

(30分)を生しさせてはならない時問

階数

,位
防火構造

はり
根
段

30分間

低

火構造

上階から
4以内の階

の

防火構造の建築物
●建物周囲で発生した火災に対して、一定の時間延焼を
抑制するため、外壁と軒裏を防火上必要な性能にする構造。

●主に木造2階建てモルタル(外壁と軒裏をモルタルで塗り込め
たもの)、木造サイディンゲ(モルタルのかわりに防火性能の
認定を受けた材料を使用すれぱ防火構造になる)

P35

45分間

軒裏
(45分)

^^^

間仕切
(45分)

60分間

30分間

5建築構造別のイメー之

耐火建築物・延焼防止建築物
●主要な構造部分を耐火構造
.火災時に一定の時間、建物内外での延焼を抑制し、

一定の時問経過後も倒壊しない構造。
●主に鉄筋コンクリート造、鉄骨造(耐火被をしたもの)など
●木造も近の法改正で耐火建築物とすることが可能

開口部は
防火戸

^^

30分間

床

45分)

はり

(45分)

階
(30分

^^^^^^^^^^

柱
(45分

準耐火建築物・準延焼防止建築物
●主要な構造部分を準耐火構造
コ火災時に一定の時間、建物内外での延焼を抑制する構造。

●主に鉄骨造、木造3階建てなど
●木造でも、柱やはりなどの主要構造部を、既定厚さ以上の石膏
ボードなどの防火性のある素材でう二とで準耐火建築物にすることが可能

ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
,
ー

壁
分
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能



6延焼遮断帯とは

●「延焼遮断帯」とは、市街地火災の延焼を阻止する
空間のことで、都市計画道路や鉄道・公園等とその沿道の
耐火性能の高い建築物で構成されます

防災生活圃

延焼の防止
耐火建築物など

(出典東京都防災都市づくり推進計画の基本方針、令和3年3月

延焼遮断帯
隣接する防災生活風の安全性を

火建築物なと

●上池袋一丁目地区は、「主要延焼遮断帯」の明治通りと、
「一般延焼遮断帯」の宮仲公園通り、山の手線に囲まれています。

出典:東京都防災都市づくり
推進計画、令和3年3月

上池袋一丁目地区

(15.5ha)
明治通り

宮仲公園通り

.

..

^^^

^^^ ■

^^

^^

防災生活圈

■■

山手線

^^

^^

新たな防火規制施行済区域

骨格防災軸(都市計画道路)

主要延焼遮断帯

池袋駅 大塚駅

一般延焼遮断帯
東京都特定整備路線と延焼遮断帯の
重なる道路
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(6)今後の」め方(

今後の防災まちつくりの取組

●「新たな防火規御1」導入に向けて進めていきます。
具体的な新たな防火規制の告示、施行時期については、
决まり次第、豊島区ホームページ・広報・権利者の皆さまへ
ご案内の送付等でお知らせいたします。

●不燃化特区の助成制度の周知についても、
新型コロナウイルス感染症の感染状況をみながら、
ご要望に応じて、説明の場を設けていきます。

●暗渠化された水路敷き沿道敷地の無接道状態解消に向けて、
整備手法の検討等を進めていきます。

●今後も、地域の皆さまのご意見を伺いながら、防災
まちづくりを推進していきます。引き続き、上池袋一丁目
の防災まちづくりにご協力をお願い申し上げます。

)区への"談先

●ご相談等がございましたら、各お問い合わせ先まで
お気軽にご連絡ください。

》不燃化特区助成制度に関すること

地域まちづくり課事業調整グループ
03-3981-1464 (直通)

》新たな防火規制に関すること

建築課意匠審査グループ
03-3981 -4975 (直通)

亮

》税制優遇に関すること

豊島都税事務所固定資産税班
03-3981-5336


